
○
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
四
条
第
一
項
に
基
づ
き
入
札
を
実
施
す
る
交
付
対
象
区
分
等
及
び
特
定
調
達
対
象
区

分
等
を
指
定
す
る
件 

（
令
和
四
年
四
月
五
日
経
済
産
業
省
告
示
第
九
十
三
号
） 

最
終
改
正 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
経
済
産
業
省
告
示
第
三
十
五
号 

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
八
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
入
札
を
実
施
す
る
交

付
対
象
区
分
等
及
び
特
定
調
達
対
象
区
分
等
を
指
定
す
る
件
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
四
条
第
一
項
に
基
づ
き
入
札
を
実
施
す
る
交
付
対
象
区
分
等
及
び
特
定
調
達
対
象
区
分

等
を
指
定
す
る
件 

１ 

交
付
対
象
区
分
等
（
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条

の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
交
付
対
象
区
分
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
、
入
札
の
対
象
と
す
る
交
付
対
象
区
分
等
は
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
利
用

の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
四
年
経
済
産
業
省
令
第
四
十
六
号
。
以
下
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
条
に
規
定
す
る
設
備
の
区
分
等

（
以
下
単
に
「
設
備
の
区
分
等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
同
条
第
三
号
の
三
、
第
四
号
、
第
四
号
の
二
、
第
五
号
の
二
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
設
備
の
区
分
等
と
す

る
。 

２ 

特
定
調
達
対
象
区
分
等
（
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
調
達
対
象
区
分
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
、
入
札
の
対
象
と
す
る
特
定
調
達
対
象
区
分

等
は
、
設
備
の
区
分
等
の
う
ち
、
施
行
規
則
第
三
条
第
三
号
の
三
、
第
四
号
、
第
四
号
の
二
、
第
五
号
の
二
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
設
備
の
区
分
等
（
法
第
二
条
第

二
項
に
規
定
す
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
設
置
場
所
が
沖
縄
県
又
は
離
島
等
（
電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
二
条
第
一
項
第

八
号
イ
に
規
定
す
る
離
島
等
を
い
い
、
沖
縄
県
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
属
す
る
場
合
に
限
る
。
）
と
す
る
。 

 

附 

則 



１ 
こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 
令
和
三
年
経
済
産
業
省
告
示
第
六
十
四
号
は
、
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
限
り
、
廃
止
す
る
。 

附 
則 

（
令
和
五
年
三
月
三
一
日
経
済
産
業
省
告
示
第
四
七
号
） 

こ
の
告
示
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
令
和
六
年
三
月
二
九
日
経
済
産
業
省
告
示
第
五
六
号
） 

 
 

こ
の
告
示
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
令
和
八
年
三
月
三
一
日
経
済
産
業
省
告
示
第
三
五
号
） 

 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
及
び
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
は
、
令
和
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  

（
経
過
措
置
） 

第
二
条 

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
八
年
経
済
産
業
省
令
第
二
十
九
号
。
次
項

に
お
い
て
「
令
和
八
年
改
正
省
令
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
設
備
の
区
分
等
に
係
る
入
札
の
対
象

と
す
る
交
付
対
象
区
分
等
及
び
特
定
調
達
対
象
区
分
等
の
指
定
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

２ 

令
和
八
年
改
正
省
令
附
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
設
備
の
区
分
等
に
係
る
入
札
の
対
象
と
す
る
交
付
対
象
区
分
等

及
び
特
定
調
達
対
象
区
分
等
の
指
定
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 


